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１．序論 

（１）新市まちづくり計画策定方針 

 

 

１）計画の趣旨 

本計画は、大宇陀町・菟田野町・榛原町・室生村の合併後のまちづくりを進めるための基

本方針を定めるとともに、これに基づくまちづくり計画を策定して、その実現を図ることに

より、住民福祉の向上と新市全体の均衡ある発展を目指すものとする。 

なお、新市の進むべき方向についてのより詳細で具体的な内容については、合併後の新市

において策定する基本構想、基本計画、実施計画に委ねるものとする。 

 

２）計画の構成 

本計画は、新市まちづくりのための基本方針（将来ビジョン）、基本方針を実現していくた

めの新市の主要施策、公共的施設の適正配置と整備及び財政計画を中心として構成する。 

 

３）計画の期間 

各施策における主要事業、公共的施設の整備及び財政計画は、合併後の２０か年とする。 

 

４）その他 

本計画の基本方針を定めるに当たっては、将来を見据えた長期的視点に立つものとする。 

公共的施設の適正配置と整備については、住民生活に急激な変化を及ぼさないよう十分配

慮し、地域のバランス、さらに財政事情を考慮しながら逐次整備していくものとする。 

また、財政計画については、健全な財政運営に努め、地方交付税、国県の補助金、地方債

等の依存財源を過大に見積もることのないようにするものとする。 
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（２）合併の必要性 

１）合併の必要性 

今日、地方分権の進展や少子高齢化といった社会環境の変化に加え、住民のライフスタイ

ルの変化に伴う生活圏の拡大、さらには厳しい財政状況など、単独の市町村のみの取組みで

は限界のある様々な課題への対応が求められている。 

大宇陀町・菟田野町・榛原町・室生村の 4町村は、郡としての地理的・歴史的つながりや、

行政間のつながりなど、これまでも深い関わりを有しており、合併は、この様な課題に一体

的・総合的に対応していく非常に有効な手段であると考えられる。 

 

① 地方分権化への対応 

地方分権の進展により、これまで国や県が決定・実施してきた事務や事業のうち、住民に

身近なものは市町村が自らの責任と判断で進めていくことが求められ、それぞれの個性を活

かした自主的・自立的な行政施策やサービスの展開が期待される。 

そのためには、これまで以上に政策立案能力のある人材や専門職員を確保・育成していく

とともに、増加する事務量に対応していくための職員の適正配置や、自ら事業を実行してい

くための安定した行財政基盤づくり、さらには、まちの主役である住民と一体となった協働

のまちづくりの推進を図っていくことが必要である。 

 

② 少子高齢化への対応 

4町村においては、人口の減少が進んでおり、少子高齢化も全国的なペースを上回っている

ことから、今後、地域の活力低下が懸念される。 

高齢化がさらに進めば、保健・福祉・医療面で必要なサービスや、それに伴う経費の増加

が予想される一方、税収の増加は見込みにくいことから、基本的な行政サービスの提供に支

障をきたすことも予想される。 

少子高齢化への対応としては、高齢者の生活支援や介護等福祉・医療分野に係る人材・財

源の確保に加え、子育てしやすい環境づくりや定住環境の向上などによる少子化・若年層流

出の抑制、さらにはこれらの施策やサービス展開を、より効率的に行うための適正な施設・

人員の配置が必要である。 

 

③ 生活圏の拡大や広域的課題への対応 

住民の生活行動圏域は、既に行政区域を越えて広がっており、その様な生活行動を支える

広域的な道路や、圏域内の情報ネットワークなどをいかに効果的に整備していくかが課題と

なっている。 

また、１つの町村での実施が困難な事業については、広域的かつ効率的に取り組むために、

これまでも周辺市町村を含めた様々な組み合わせで事務組合組織を設立し、共同で事業を実

施してきている。しかし、共同で取り組むべき事業の中には、実施に際して町村間の調整や

合意形成を図るのが困難なものも増えてきていることに加え、産業振興や環境対策等、広域

で取り組んでいくことが効果的な新たな課題も増加している。 
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このような課題に対応していくためには、圏域の一体的な地域づくりを進めていくための

政策決定のしくみを整え、圏域全体から見てより必要性の高い生活基盤に対する重点的な投

資や、地域間の連携による効率的かつ効果的なサービス提供の体制づくりが必要である。 

 

④ 財政安定化への対応 

全国のほとんどの市町村は、財源の多くを国や県にたよっており、4町村全体で見ても、地

方交付税等国や県から交付される財源（依存財源）が 3／4を占めており、町村税をはじめと

する独自の財源（自主財源）はわずか 1／4程度しかない状況にある。 

人口の減少、少子高齢化の進展、生産年齢人口の減少が進むことによって、納税する人が

減り、税収が少なくなる一方、高齢化の進展による保健・福祉・医療費の増大や、若年層の

流出を抑制するために必要な施策の実施など、出て行くお金は増加することも予想される。 

さらに、自治体の財政基盤や自立の強化を図るため、国庫補助負担金の廃止・削減、地方

への税源移譲、地方交付税の削減の３つを同時に進める「三位一体改革」が強力に進められ

つつあり、４町村においても国から交付される地方交付税等の減少は避けられない見通しに

ある。 

このような状況の中、財政の安定化を図っていくためには、人件費をはじめとする行政コ

ストの削減や公共施設の効率的な整備等限られた財源の有効活用を行うとともに、既存公共

施設等の有効利用の促進や、住民との協働のまちづくりの推進を図りながら、効率的な行政

サービス提供の仕組みづくりを行う一方で、若者の定住促進や産業振興による税収の安定化

を図り、財政基盤を確立することが必要である。 
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２）合併の効果 

アンケート調査結果を見ると、全体では、「人員削減による行財政改革の推進」に対する期

待が突出し、次いで「福祉・文化施設等の公共施設の整備充実」、「広域的視点で効果的なま

ちづくりの推進」「財政基盤の安定強化」「他町村の公共施設利用等の利便性向上」に対する

期待が高くなっている。合併の効果を十分に発揮し、このような期待に応えて行くことが求

められる。 

■人員削減等による行財政改革の推進 

町村長をはじめとする特別職は、4 町村が合併すれば人数が 1／4 となり、また現在の 4 町

村で 57 人の議員も、合併によって最終的に 26 人以下となる。さらに、総務や企画部門等各

町村に共通する部門の職員や経費の削減が可能となる一方、政策立案能力のある人材や専門

職員の確保・育成を図るなど、合併によって地方分権社会に対応していくための行政改革を、

一層推進していくことが可能となる。 

また、合併することで財政規模が大きくなるとともに、人件費をはじめとする経費の削減、

類似施設への二重投資の回避等、節約可能な支出をできる限り抑制することによって生じる

余裕財源で、柔軟な財政運営が可能となる。 

■ 公共施設の整備等広域的な視点に立ったまちづくりの推進 

地域全体の均衡ある（バランスの良い）発展と地域の特性を活かした役割分担、住民ニー

ズなどを踏まえつつ、中核となる新たな住民の交流施設や、道路をはじめとする旧町村間に

またがる生活基盤施設等に対し、重点的な投資が可能になる。また、そのような事業に対し

ては、国からの財政的な支援（合併特例債等）も受けられる。 

4町村ではこれまでも事務組合組織による広域行政を行ってきたが、合併すれば、適正な施

設・人員の配置により、地域の一体的な取り組みをより効率的に行うことが可能となる。例

えば、豊かな自然環境や歴史・文化資源等を生かして広域観光ネットワーク化を図るなど、

地域間の連携・交流を促進することが可能になる。 

■ 公共施設利用等の利便性の向上や行政サービスの充実 

合併することによって、町村の境界がなくなり、利用可能な住民サービスの窓口が増加す

るとともに、文化施設やスポーツ施設等の公共施設の相互利用が可能になるなど、広域的な

利便性が高まる。 

また、行政組織の再編成と人材の適正配置を行うことで、高度化・多様化する住民ニーズ

や増加する事務に対応していくことが可能となる。例えば、高齢化が進展する中で住民から

の要望が高い、福祉・保健・医療等の専門行政サービス部門に専門職員を増強配置すること

が可能となる。 
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２．新市の概況 

 

（１）新市の概況 

１）新市の位置と地勢 

新市は奈良県の北東部に位置し、北は都祁村、山添村、西は桜井市、南は吉野町、東吉野

村、東は曽爾村、三重県名張市に接している。新市の面積は 248k ㎡に達し、県全体の 6.7％

を占めることとなる。 

近鉄大阪線によって、京都・大阪方面や名古屋・伊勢方面と結ばれており、また、大阪方

面から新市への自動車によるアクセスについては、最寄りの ICである名阪国道針 ICと大阪・

松原 JCT（西名阪自動車道）とが約 1時間で結ばれる距離にある。 

また、新市は大和高原とよばれる高原地帯に位置しており、一定の平野部を有しているも

のの、山間部にも集落等が点在している。土地利用の状況は、山林が全体の 72％を占めてお

り、宅地は 4％弱に過ぎない。 

気候は、内陸性気候であり、冬は季節風の影響を強く受けるため寒さが厳しい一方で、夏

は冷涼である。降水日数も多く、年間降水量は約 1,500mmとなっている。 

 

２）人口動向 

平成 12年の総人口は 39,762人で、平成 7年に比べ、5.4％減少している（県全体は 0.8％

増加）。県全体に占める割合は、2.8％にとどまっている。 

年齢階層別の人口構成をみると、65 歳以上人口の割合は、平成 12 年時点で 22.4％に達し

ており、奈良県全体の 16.6％を大きく上回る水準となっている。一方、15歳未満人口（年少

人口）の割合は 13.4％となっており、奈良県全体の 14.8％をやや下回る水準となっている。 

世帯数については、平成 12 年で 11,699世帯となっており、核家族化の影響から、昭和 60

年以降増加傾向を維持している。 

 

＜人口・世帯数の推移（国勢調査）＞                （単位：人、世帯） 

 昭和６０年 平成２年 平成７年 平成１２年 

総人口 41,874 41,736 42,035 39,762 

年少人口（15歳未満）割合 21.1% 18.6% 16.2% 13.4% 

生産年齢人口（15～64歳）割合 65.5% 65.8% 65.3% 64.2% 

老年人口（65歳以上）割合 13.3% 15.5% 18.5% 22.4% 

世帯数 10,280 10,879 11,614 11,699 

県全体 
人口 1,304,866 1,375,481 1,430,862 1,442,795 

世帯数 375,311 413,323 456,849 486,896 

 



 

6 

 

３）産業 

① 産業構造 

新市の就業者総数は、総人口と同程度のペースで減少してきている。平成 12年における産

業別就業人口を見ると、第 1次産業が 9.6％、第 2次産業が 28.4％、第 3次産業が 60.4％と

なっており、第１次産業就業者の割合が奈良県全体よりも高いのが特徴である。 

 

＜産業別就業者数の推移（国勢調査）＞              （単位：人） 

 昭和６０年 平成２年 平成７年 
平成1２年 

新市 県全体 

就業者総数 19,318 19,298 19,761 18,590 655,663 

第1次産業 
3,230 2,382 2,137 1,776 21,003 

16.7% 12.3% 10.8% 9.6% 3.2% 

第2次産業 
5,803 5,969 5,854 5,271 191,152 

30.0% 30.9% 29.6% 28.4% 29.2% 

第3次産業 
10,226 10,746 11,697 11,231 432,140 

52.9% 55.7% 59.2% 60.4% 65.9% 

※下段は就業者総数に占める割合で、就業者総数には分類不能を含んでいるため、合計は 100％にはならない。 

 

② 農林業 

農業は、水稲を基幹として、宇陀牛などの畜産、高原野菜の栽培などが行われている。平

成 13 年の農業粗生産額は 33 億 2 千万円であり、県全体に対する人口シェアと比較しても、

大きな比重を占めていることがうかがえる。ただし、近年、都市化の進む地域では農地転用

が進み、過疎化の進む地域では後継者難等による耕作放棄が進むなど、畜産を含めて農業に

衰退傾向が見受けられる。 

また、新市の土地利用の７割以上が山林であるため、林業は重要な産業となっている。林

業労働者数は平成 12年時点で 168人と奈良県全体の 10.4％を占めている。しかし、近年の輸

入材の流入や後継者難などから林業労働者数は急速に減少してきているのが現状である。 

 

③ 工業（製造業） 

工業は、木材・木製品を扱う製材業が中心となっており、吉野葛をはじめとした伝統的な

食品の製造業、毛皮革産業など特徴ある伝統的な地場産業がみられる。しかし、平成 14年の

製造品出荷額等は 121億円と奈良県全体の 0.6％にとどまっている。 

 

④ 商業 

商業については、平成 14 年において、卸売販売額が 31 億円と奈良県全体に占めるシェア

が 0.3％、小売販売額が 232 億円で県全体に対するシェアが 1.9％と、いずれも人口シェア

(2.8％)に比較して低い状況にある。また、人口 1人当りの小売業年間販売額も県平均と比較

して低い状況にあり、購買力が他地域に流出していることがうかがえる。商店数と比較して

売場面積の県全体に対するシェアが低いことから、小規模小売店が多いことがうかがえる。 
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＜産業の現状＞ 

 農業 

粗生産額 

（千万円） 

林業 

労働者数

（人） 

製造品 

出荷額等 

（百万円） 

卸売業 

年間販売額 

（百万円） 

小売業 

商店数 

（店） 

売場面積 

（㎡） 

年間販売額 

（百万円） 

 

人口1人あ

たり（千円） 

新市 332 168 12,148 3,055 479 33,226 23,236 584 

県全体に対

するシェア 
6.0％ 10.4％ 0.6％ 0.3％ 3.7％ 2.4％ 1.9％ － 

県全体 5,569 1,614 1,992,530 881,922 12,933 1,381,786 1,214,778 842 

資料 

生産農業 

所得統計 

（平成13年） 

国勢調査 

（平成12年） 

工業統計調査 

（平成14年） 

商業統計調査 

（平成14年） 

 

⑤ 交流産業（観光） 

新市は、古事記や日本書紀の時代から歴史の舞台となっており、女人高野として名高い室

生寺をはじめ数多くの歴史文化資源を有している。「歴史街道モデル事業地区」の指定を受け、

メインルートの古代史ゾーンとして整備が進められている地域もある。また、室生・赤目・

青山国定公園の一部を形成し、豊かな自然資源に恵まれている。これら豊富な観光資源が存

在することから、ハイキングルートなどにより各ポイントを訪れる観光客が多くみられる。 

＜自然、歴史文化資源、施設＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ａ－大宇陀町、Ｂ－菟田野町、Ｃ－榛原町、Ｄ－室生村）                       （町村資料より作成） 

施 設（黄色） 資 源（青色） 

Ａ１ 道の駅「宇陀路大宇陀」 Ｃ１ ふるさと水車広場 Ａ１ 松山西口関門（黒門） Ｃ１ 山部赤人の墓 

Ａ２ 歴史文化館「薬の館」 Ｃ２ たかぎふるさと館 Ａ２ 本郷の瀧桜（又兵衛桜） Ｃ２ 八咫烏神社  

Ａ３ かぎろひの丘万葉公園 Ｃ３ 子供のもり公園ゆうゆう Ａ３ 森野旧薬園 Ｃ３ 墨坂神社 

Ａ４ 阿騎野・人麻呂公園 Ｃ４ 美榛苑みはる温泉 Ａ４ 大蔵寺 Ｃ４ 悟真寺 

Ａ５ 大宇陀温泉あきののゆ Ｃ５ ふれ ｉ ギャラリー Ａ５ 阿紀神社 Ｃ５ 仏隆寺 

Ａ６ 松源院民芸館 Ｃ６ 鳥見山公園 Ａ６ 徳源寺 Ｃ６ 千本杉 

Ｂ１ ほたる公園 Ｄ１ 滝谷花しょうぶ園 Ｂ１ 平井大師山石仏群 Ｄ１ 室生寺 

  Ｄ２ 道の駅「宇陀路室生」 Ｂ２ 宇太水分神社 Ｄ２ 大野寺 

  Ｄ３ 不思木の森公園 Ｂ３ 菟田の高城 Ｄ３ 安産寺・子安地蔵 

  Ｄ４ 花の苑（はなのその） Ｂ４ 八つ房杉（桜実神社） Ｄ４ 弥勒磨崖仏 

    Ｂ５ 日張山青蓮寺 Ｄ５ 向渕スズラン群落 

      Ｄ６ 龍穴神社 
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４）公共施設等の整備状況 

① 交通環境 

新市の北側に位置する名阪国道（国道 25号）は、京阪神と中京を結ぶ自動車専用道であり、

重要な広域幹線道路となっている。また国道 165 号は、新市と桜井市及び名張市とを結び、

国道 369 号は、名阪国道と新市とを結ぶとともに、松阪市へ通じている。国道 370 号は、吉

野・熊野方面へ、国道 166 号は、新市と桜井市を結ぶとともに、伊勢方面へ向かう幹線道路

となっている。 

これらの国道は、主要地方道、一般県道等によりネットワークがなされているが、その道

路網は市街地部、山間部ともに未整備区間が存在し、地域間のアクセスは十分とはいえない

状況にある。また、新市道についても改良率は低い状況にある。 

公共交通は、近鉄大阪線が新市を東西に横断しており、新市内には 3駅が設置されている。

榛原駅は大阪方面への交通条件が良く、大阪都市圏への通勤・通学の拠点駅として、利用者

も多く、平成 15年 3月からは特急が停車し、利便性が向上している。 

また、鉄道駅と各地域間の連絡はバスが主な交通手段となっており、現在民営のバス 2 社

が路線バスを運行している。 

 

② 上下水道施設 

水道の普及率は、圏域全体では 81％となっているが、地域により格差がみられる。そのう

ち、上水道により給水を受けているのは半数弱であり、他は簡易水道による給水となってい

る。 

一方、生活排水については、公共下水道及び浄化槽等により整備が進められており、処理

率は全体で 60％強となっている。 

 

③ 教育文化・スポーツ関連施設 

新市内には保育所が 11ヶ所、幼稚園が 7ヶ所あり、現状においては施設数としては充足し

ていると考えられる。小学校・中学校においては、児童・生徒数の減少による学校の統合が

進められ、遠距離通学児童・生徒の割合が高くなっており、施設によっては老朽化も進んで

いる状況が見られる。 

また、各地域には、住民の日常的なスポーツのための施設や文化・コミュニティ施設が整

備されており、今後はこれらを活用した施設内容の充実が求められている。 

 

④ 医療、福祉施設 

新市には公立の総合病院が１ヶ所、民間の病院が 1ヶ所、診療所・医院が 17ヶ所開設され

ている。行政面積が広いために、医療施設までの平均的な距離は遠く、また入院治療や特定

診療科目については、新市内の病院のみならず市外の総合病院等の利用も見受けられる。 

福祉施設については、地域によって整備されている施設内容に差は見られるものの、特別

養護老人ホーム 5施設、老人福祉センター2施設、デイサービスセンター5施設をはじめ、一

定の施設整備がなされている。 
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５）新市の現況まとめ 

新市は、歴史・文化・住民生活等の地域間のつながりや一体性が強く、豊かな自然・歴

史等の地域特性を活かしながら、一体となった魅力と個性あふれるまちづくりを推進して

いくことが期待される。また、地域の抱える問題点なども共通項が多く、広域的な視点に

立った取り組みが求められる。 

 

■速いペースで進行する少子高齢化 

・減少傾向が著しい総人口 

・県平均に比較し、かなり速いペースで少子高齢化が進行 

 

■圏域外への人口や購買力の流出 

・近鉄大阪線を利用した通勤・通学の利便性が良好 

・通勤通学における大阪などへの人口流出 

・周辺都市と比較して商業基盤が弱く、購買力が流出 

 

■多彩な自然資源が集約された地域 

・宇陀盆地と山間地帯からなる地勢 

・室生・赤目・青山国定公園に代表される多彩な自然とそれを活かした多くの観光・

レクリエーション施設 

・圏域を訪れる多くの観光客 

・県下を代表する農用地と田園景観 

・自然保護や公害防止等に対する住民の高い意識 

 

■国を代表する歴史資源を有する地域 

・室生寺に代表される多くの社寺 

・旧城下町や宿場町の雰囲気を今に伝える歴史街道の街なみ 

 

■地域の特性を活かした特徴的な産業 

・高原野菜や宇陀牛に代表される第 1次産業 

・木材・木製品、毛皮革製品などの特徴的な地場産業と近年の伸び悩み 

・商店街等の小規模小売店を中心とした商業 

 

■地域格差の見られる交通環境 

・近鉄大阪線や名阪国道、国道 165号など充実した広域交通網 

・未整備区間の多い道路網 

・主な地域内の移動手段である民営路線バス 

 

■行政サービスの効率性低下 

・集落の点在や、過疎化の進行による行政サービスの効率性や地域内互助機能の低

下 
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（２）住民意向の把握 

住民アンケート調査結果より、将来のまちづくりの方向性についての住民の意向を整理

する。 

 

１）将来イメージ 

全体では、「多世代が共に集うまち」「自然・歴史・文化遺産を保全するまち」「保健・医療・

福祉の充実したまち」が上位を占めている。 

「自然・歴史・文化遺産の保全」については、30 歳代以下や学生で特に高く、郷土への愛

着や関心の根幹にある思いがうかがえる。「保健・医療・福祉の充実したまち」については、

特に 50歳代以上で高く、健康面での様々な問題が増大する年齢層としての不安・関心がうか

がえる。「多世代が共に集うまち」については、特に 30 歳代以上で高く、福祉への関心とと

もに、子育て等の問題が増大するファミリー形成層の不安・関心がうかがえる。 

 

２）合併した場合に力を入れてほしいこと 

将来イメージと同様な傾向として、「健康対策（保健・医療）」への要望が最も高く、次

いで「福祉対策」や「若年層対策（子育て支援や定住促進等）」が高く、少子高齢化・過疎

化の進展に伴う将来不安への対応施策も強く望まれている。 

また、「自然保護や公害防止等の環境保全」に対する要望も高く、地域特性の保全が望

まれている。道路・上下水道・公園や公共交通サービスの充実等の要望も高くなっており、

地域全体の活性化につながるような公共基盤の整備が望まれている。 

 

３）定住意向 

全体では、定住希望が約 8割を占めている。しかし、年齢別にみると、若い層ほど定住

しない、またはわからないという意見が多く、定住促進が重要な課題である。 

 

４）合併に期待すること 

「人員削減による行財政改革の推進」が最も期待されており、「財政基盤の安定強化」

も加えた広い意味での行財政改革に対する期待がうかがえる。「福祉・文化施設等の公共施

設の整備充実」「広域的視点で効果的なまちづくりの推進」「他町村の公共施設利用等の利

便性向上」など、地域全体の生活利便性の向上や活性化への期待も大きくなっている。 

一方、「大型プロジェクトの実施」は低い値にとどまっており、大型プロジェクトの実

施による将来の財政悪化への懸念・不安もうかがえる。 

 

５）合併についての不安 

一方、アンケート調査結果によると、合併に対する不安としては、「中心部と周辺部で、

行政サービスに格差が生じるのではないか」と「公共料金などの住民負担が増えるのでは

ないか」が突出して高く、次いで「サービスが行き届かなくなるのではないか」「役所が遠

くなり不便になるのではないか」が高くなっている。新市においては、このような不安に

十分に留意したまちづくりが求められる。 
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（３）総合計画に見るまちづくりの方向性 

4町村の総合計画、基本計画における将来像等を整理すると、豊かな自然環境や歴史文化を

守り、まちの魅力・活力を活かし、ともに歩み・共生していく「自然と歴史を基調とするま

ちづくり」の姿勢、「元気・躍動・ぬくもり・安らぎ・愛着・希望」といった住民の心の豊か

さを大切にし、住民一人ひとりが輝くまちづくりをめざしていく姿勢など、共通項が多い。 

総合計画に見る４町村のまちづくりの方向性 

町村名 基本理念・将来像 基本目標・重点方向 

大宇陀町 かぎろひ浪漫 －ライブタウンおおうだ－ 

◎かぎろひ浪漫 

・大宇陀町の豊かな風土そのものと自然と共

生するまちづくり 

・時を隔て共感できる歴史や価値を大切にす

るロマンあふれるまちづくり 

◎ライブタウン 

・人間性豊かな地域や新たな暮らしを創るま

ちづくり 

・未来を拓く躍動感や元気あふれるまちづくり 

【交流の町を創る】 

○時(歴史)の十字路整備構想 

○親水回廊づくり構想 

【暮らしの町を創る】 

○いきいき長寿のまちづくり構想 

○親自然生活タウン整備構想 

○広域アクセス強化構想 

【元気な町をつくる】 

○かぎろひロマン機構設立構想 

○地域産業融合化支援構想 

○ふれあいのコミュニティづくり構想 

菟田野町 ぬくもりのあるもっと元気なまち菟田野 

◎ふれあいとやすらぎの里 

◎ふるさとのぬくもりを明日につなぐ町 

   ＜3つのまちづくりキーワード＞ 

      自然・交流・住民 

【自然と共存できるまち構想】 

①自然の活用事業の推進 

②自然の創出事業の推進 

【交流が広がるまち構想】 

①住民間の交流事業の推進 

②都市との交流事業の推進 

③福祉の交流事業の推進 

④産業間の交流事業の推進 

【住民が主役のまち構想】 

①住民参画のまちづくりの推進 

榛原町 文化の花開き、やさしい風吹く 

「高原文化のまち」－はいばら 

上記をキャッチフレーズとし、高原の爽やかな

風に四季の草花が香りたち、豊かな文化が育

まれ、多くの人々が交流する、個性的で魅力あ

るまちづくりを進める 

○培われた歴史とみがかれた文化にであい、ときめきを感じるまち 

○恵まれた環境の中で人々がすこやかに育つまち 

○安心して暮らすことのできるやすらぎのあるまち 

○あたたかい心となごやかな人間関係が育まれるまち 

○様々な活動が展開され、人々でにぎわうまち 

室生村 自然と文化が調和し、自然とひとが共生する 

こころ豊かに暮らせる村づくり 

○生活基盤諸施設の整備(うるおいのある室生村の創造) 

○新しい「観光産業」の創造(夢が広がる室生村の創造) 

○産業の活性化(活力ある室生村の創造) 

○人権問題の解決と人権の確立(すべての人が輝く室生村の創造) 

○教育・スポーツ・文化・芸術活動の振興(ふれあいのある室生村の

創造) 

○福祉・保健医療等の増進(温かい暮らしのある室生村の創造) 

○快適で安全な村づくりの推進(安心して暮らせる室生村の創造) 

（各町村の総合計画、基本計画等より作成）
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（４）今後のまちづくりに向けた主要課題 

 

１）新市の現況と課題の体系 

 
 
 

■新市の現況 

・ 速いペースで進行する少子高齢化 

・ 圏域外への人口や購買力の流出 

・ 多彩な自然資源が集約された地域 

・ 国を代表する歴史資源を有する地域 

・ 地域の特性を活かした特徴的な産業 

・ 地域格差の見られる交通環境 

・ 行政サービスの効率性低下 

■今後のまちづくりに向けた主要課題 

・ 少子高齢化に対応した定住環境づくり 

・ 自然・歴史文化等の地域資源の保全と活用促進 

・ 地域産業の振興と交流人口の拡大 

・ 快適で利便性の高い生活環境基盤の整備・充実 

・ 住民・行政の協働による効果的・効率的なまちづくりの推進 

■共通項のあるまちづくりの方向性 

・ 地域の豊かな自然環境や歴史文化

を守り、まちの魅力・活力を活か

し、ともに歩み・共生していく「自

然と歴史を基調とするまちづく

り」の姿勢 

・ 「元気・躍動・ぬくもり・やすら

ぎ・愛着・希望」といった住民の

心の豊かさを大切にし、住民一人

ひとりが輝くまちづくりをめざし

ていく姿勢 

■アンケートに見る住民の意識 

○将来イメージ 

「多世代が共に集うまち」「自然・歴

史・文化遺産を保全するまち」「保健・

医療・福祉の充実したまち」が上位を

占めている。 

○定住意向 

全体では、定住希望が約 8 割を占め

ているが、若年層では定住しない、ま

たはわからないという意見が多く、定

住促進が重要な課題である。 

○合併した場合に力を入れてほしいこと 

「健康対策（保健・医療）」への要望

が最も高く、次いで「福祉対策」や「若

年層対策（子育て支援や定住促進等）」

が高い。 

○合併に期待すること 

「人員削減による行財政改革の推進」

が最も高く、行財政改革に対する期待

がうかがえる。 

○合併についての不安 

「中心部と周辺部で、行政サービスに

格差が生じるのではないか」と「公共

料金などの住民負担が増えるのでは

ないか」が突出している。 

■社会環境の変化への対応 

・ 地方分権化への対応 

・ 多様化する住民ニーズへの対応 

・ 高度情報化社会への対応 

・ 地域間競争への対応 

・ 雇用確保や若者定住への対応 

・ 住民参加型まちづくりへの対応 

・ 環境に配慮したまちづくりへの対

応 

・ 地域資源を活かしたまちづくりへ

の対応 

・ 行財政改革への対応 
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２）今後のまちづくりに向けた主要課題 

新市の概要、住民意向、各町村総合計画における方向性、および社会環境の変化を踏まえ

つつ、将来のまちづくりに関する主な課題を以下のように設定する。 

 

①少子高齢化に対応した定住環境づくり 
 

人口減少と少子高齢化が進行しており、まちの活力を維持・強化していくためには、新市

における定住促進と、若年層の定着化による年齢構成のバランス改善を図っていくことが必

要である。 

アンケート調査では、「安心して子どもを産み育て、高齢者が生きがいをもって暮らせる、

多世代が共に集うまち」「保健・医療・福祉の充実したまち」に対する住民意向が特に高く、

地域における保健・医療サービスの一層の充実や、住民一人ひとりの人権が尊重され心豊か

に暮らせる福祉のまちづくりの推進など、健康で安心して地域で住み続けられるような環境

づくりを進めていくことが望まれる。 

特に、乳幼児・児童・若者が、地域で健全に育ち、地域に住み続けたい、戻ってきたい、

また、子供を産み育てたいと思えるような、環境づくりが望まれる。 

 

 

②自然・歴史・文化等の地域資源の保全と活用促進 

 

地域の豊かな自然と、その中で育まれた歴史・文化等の資源は、新市の大きな財産であり、

多くの観光客を魅了している。 

アンケート調査でも、「豊かな自然環境や多彩な歴史・文化遺産を維持保全するまち」に対

する住民意向は極めて高く、住民にとっても郷土の個性や魅力を構成する重要な要素として

重要視されている。 

しかしながら、近年、ゴミ・産業廃棄物の不法投棄の問題などが生じており、良好な自然環

境等の保全を図ることが望まれる。 

また、地域全体で観光客を呼び込み、滞留・回遊させるような取り組みが遅れていること

から、観光地の連携や交流の場づくりなど、新市の一層の魅力づくりのため、地域資源の利

活用促進を図っていくことが望まれる。 

 

 

③地域産業の振興と交流人口の拡大 
 

地域の産業は、近年の社会経済環境の低迷の影響もあるものの、農林業・商工業とも競争

力に乏しく低調に推移しており、殊に農林業については、高齢化、後継者不足等の問題も抱

えている。 

新市における経済的基盤の強化と雇用の確保を図るためにも、山林育成及び農業等生産基

盤の整備・充実を図るとともに、高原野菜や宇陀牛、木材製品や毛皮革製品をはじめとする

地域の既存産業の有する特性や技術を十分に活用するため、若者が希望のもてる組織、シス

テムの構築を図りながら、企業・人材の育成強化や、付加価値の高い製品・特産品・加工品

の開発など、地域産業の振興を図っていくことが望まれる。 

また、新市の活性化やにぎわい強化を図っていくためには、夜間人口だけでなく、観光客・

住民を含めた交流人口（昼間人口）の増大を図っていくことが有効であることから、多彩な

自然・農林業・歴史文化資源を有効に活かし、新たな体験・交流空間の創造や観光サービス

等の充実・強化を図っていくことが望まれる。 
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④快適で利便性の高い生活環境基盤の整備・充実 

 

アンケート調査では、「道路・上下水道・公園等の基盤整備」「公共交通サービスの充実」

等の生活環境基盤に対する住民意向が比較的高くなっており、定住促進のためにも、これら

の整備・充実を図っていくことが必要である。 

特に、新市においては、行政区域が広く、地域間の相互交流や連携を深め、また地域全体

が一体となったバランスある発展を図っていくことが求められることから、幹線道路網の整

備やバスネットワークの充実、鉄道の利用利便性の強化など、移動しやすい交通環境づくり

が望まれる。 

さらには、新市内の情報通信ネットワークを充実させ、高度情報通信基盤を活かした地域

内外の交流促進や、行政サービスの維持・強化を図るなど、特色ある取り組みも望まれる。 

また、新市の玄関口にふさわしい駅ターミナル機能の充実や、上下水道・公園等生活基盤

の整備等魅力ある住環境の充実・向上等も望まれる。 

 

 

⑤住民・行政の協働による効果的・効率的なまちづくりの推進 

 

人口、産業の伸び悩みに伴う税収減や、現在進められている「三位一体改革」による地方

交付税の削減の見通し等、地方財政を取り巻く環境は非常に厳しい状況である。 

アンケート調査においても、合併に期待する点として「人員削減による行財政改革の推進」

が最も高く、「財政基盤の安定強化」も加えた広い意味での行財政改革が強く求められている。 

また、「広域的な視点に立った効果的なまちづくりの推進」「旧の他町村の公共施設利用等

の利便性の向上」も高く、効果的・効率的なまちづくりが求められている状況である。 

このため、組織の再編成や人材の適正配置、適切な公共投資と既存施設等の利活用促進な

ど、効果的・効率的な行財政の運営が望まれる。 

また、そのためには、行政だけでなく、まちの主役である住民の主体的な参加に基づき、

住民と行政が協働してまちづくりを進めていくことが必要である。 

今後、福祉・子育て・防災・地域学習・交流・環境保全等の様々な分野において、住民が

ボランティアや自治活動等に積極的に参加し、活力あふれる地域を創造していくような環境

づくりが望まれる。 
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３．新市の人口見通し 

 

（１）目標年次 

 

目標年次は、合併 20 年後（令和 7 年）とする。 

 

（２）目標人口 

 

新市は、近年若年層の流出に伴う社会的減少が大きく、また高齢化も急速に進んでいるた

め、地域活力の低下が懸念される。年少人口、生産年齢人口については、このままの趨勢が

続けば、出生率の低下や若者層の流出に伴い大幅な減少が予想され、新市全体の人口減少も

懸念されるところである。 

このため、合併を契機とした総合的な施策の推進により定住環境の向上に努め、人口減少

の抑制と定住促進を図るものとし、合併 20 年後（令和 7 年）における総人口は、目標値とし

て、約 25,800 人と設定する。 

 

実績← →推計値 単位：人

平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年 令和7年

総人口 42,035 39,762 37,183 34,227 31,105 28,079 25,841

年少人口 6,820 5,331 4,231 3,538 2,997 2,477 2,113

16.2% 13.4% 11.4% 10.4% 9.6% 8.8% 8.2%

生産年齢 27,431 25,520 23,280 20,300 16,718 13,854 11,922

人口 65.3% 64.2% 62.6% 59.3% 53.8% 49.3% 46.1%

老年人口 7,784 8,911 9,670 10,383 11,390 11,749 11,807

18.5% 22.4% 26.0% 30.3% 36.6% 41.9% 45.7%

人口フレーム推計値
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４．新市まちづくりの基本方針 

（１）まちづくりの基本理念と将来像 

 

新市におけるまちづくりの基本理念と将来像を以下のように設定する。 

 

１）まちづくりの基本理念 

 

豊かな自然や歴史文化を最大限に活かすまち 

 

新市の水と緑の豊かな自然環境、多彩な歴史文化遺産等は、地域の宝であり、新市の「オ

ンリーワン（独自性）」を構成する要素として、まちの魅力や生活の豊かさに最大限に活か

していくものとする。 

地域の自然や歴史文化、さらには農林業資源に学び、体験するなど、様々なかたちで、日

常的にふれ親しめるような魅力あふれるまちづくりを進める。 

また、豊かな自然環境の保全や、ゴミ・水資源など環境対策の推進、住民と一体となった

環境学習や環境にやさしい生活の実践など、自然との良好な共存・共生をめざしたまちづ

くりを進めることとする。 

 

 

すべての人が安心して住み続けられるまち 

 

新市の定住を促進するには、心身の健康とやすらぎの確保が重要であり、保健・医療、福

祉サービスの質的な高度化を図るとともに、どこに住んでいても一定のサービスを受けら

れる体制づくり、さらには自然の恵みややすらぎある風土を活かした癒しの空間づくりな

どを総合的に進める。 

また、住民一人ひとりが互いの人権を尊重しながら、支え合い、多世代が共に心豊かに暮

らせるような、すべての人が安心して住み続けられるまちづくりを進めていくものとする。 

 

 

 

交流さかんな躍動感あふれるまち 

 

新市の活力を向上させていくためには、定住人口だけでなく、交流人口の増加を図ってい

くことが重要であり、各種ネットワーク（道路・公共交通・情報など）の強化を図りつつ、

県内はもとより京阪神・東海地域につながる立地条件を活かし、観光レクリエーションや

文化等の交流活動の活性化を図るものとする。 

また、そうした、ひとの出会いや交流を通じて、いきいきとした人づくりやにぎわい創造、

さらには観光・商工業・農林業振興につなげるような、活力あるまちづくりを進めていく

ものとする。 
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２）まちづくりの基本姿勢 

 

まちづくりの基本理念に基づく新しいまちづくりの実現に向けては、以下の基本姿勢のも

と、住民と行政の自立と協働のまちづくりを推進していくものとする。 

 

◆職員の意識改革や行財政基盤の確立に取り組んでいく姿勢 
 

厳しい社会環境に対応できる財政基盤の強化を図るため、施策評価に基づく限られた財

源の適正配分や、既存公共施設の有効活用、住民・民間の活力を活かした各種活性化施策

の推進など、効率的・効果的な行政運営を一層進めていくものとする。 

また、効率的な行政組織運営と創意工夫あふれる活力ある行政体制の強化を図ることが

重要であり、職員の意識改革と定数の適正化とともに、住民サービスを図りやすい効率的

な体制づくり等を進めていくものとする。 

 

 

◆ 住民と行政が相互に協力・連携してまちづくりに取り組んでいく姿勢 
 

新市の厳しい財政状況の中で、現在の行政サービス水準を維持し、なおかつ高度化する

ニーズへの対応を図っていくためには、行政・住民がそれぞれの役割を再認識し、できる

ことを分担し合いながらより良いまちづくりを一層進めていく改革の姿勢が重要であり、

住民と行政が一体となった連携・協力のまちづくりを進めていくものとする。 

また、旧町村の特性やコミュニティを大切にしつつ、住民一人ひとりが元気で夢のある

生活を送り、住み続けたいと思えるような地域にしていくためにも、住民相互のつながり

の充実や助け合いの拡大、積極的な社会参加やまちづくりへの参画により、生きがいをも

ち、自己実現できる自立した社会をつくっていくものとする。 
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３）新市の将来像 

 

以上の基本理念を踏まえ、めざすべき新市の将来像（まちのイメージ）を、以下のように

設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■新しいまちの姿（将来像）  

 

水と緑・歴史と文化が共生する ふれあい豊かなまち 

～ みんなでつくる 夢ある宇陀 ～ 

 

すべての人が安心して住み続けられるまち 
 

交流さかんな躍動感あふれるまち 
 

豊かな自然や歴史文化を最大限に活かすまち 

■まちづくりの基本理念  

 

 

 

豊かな「水と緑」の恵みや「歴史と文化」を活かし、地域の個性

と人とが「共に」輝くまちづくりをめざす。また、人と人、人と

地域との「豊かなふれあい」を通じ、新たな活力が生まれ、すべ

ての人が豊かに安心して暮らせる、未来に「夢」ふくらむまちを

めざすこととする。 

住民と行政が相互に協力・連携してまちづくりに取り組んでいく姿勢 

職員の意識改革や行財政基盤の確立に取り組んでいく姿勢 

■まちづくりの基本姿勢 
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（２）新市におけるまちづくりの基本方針 

まちづくりの基本理念と将来像を踏まえるとともに、合併による効果の最大化に留意し、新

市におけるまちづくりの基本方針を設定する。 

 

１）自然を大切にし、地域の魅力に活かすまちづくり 

 

新市は豊かな自然に恵まれており、山間地域における森林の育成や水源涵養機能の維持・向

上など、自然環境の保護・保全に努める。 

また、高原や森林、水辺などの自然を活かしたレクリエーション・交流空間の充実や、自然

や田園景観と調和した魅力ある生活環境の整備等により、大都市圏とは異なる魅力を創出し、

定住魅力の向上を図る。 

さらに、自然環境と共生する資源循環型社会の構築に向け、水質汚染やゴミの不法投棄など、

公害の防止や管理体制の強化を図るとともに、環境美化やリサイクル活動の強化を進めていく。 

 

 

２）すべての人が豊かに安心して暮らせる、健康・福祉のまちづくり 

 

すべての人が互いの個性と人権を尊重しあい、うるおいのある豊かな生活が送れるよう、バ

リアフリーの推進など、暮しやすさに配慮した身近な社会基盤の整備や、生きがいをもって社

会参加を行うための各種支援体制の充実に取り組む。 

また、一層進展する少子高齢化に適切に対応していくため、保健・医療サービスを利用しや

すい、安心できる地域づくりをめざし、拠点的な医療機関の整備充実を図るとともに、保健・

医療・福祉等に関わる各種サービスの連携強化を進め、すべての地域で安心して健康管理・相

談、子育て支援等の総合的なサービスを受けられるような体制づくりに取り組む。 

 

 

３）地域のつながりを強化し、安全で快適なまちづくり 

 

新市全体のバランスある発展と、地域内外の交流促進によるまちの活性化をめざし、さらな

る幹線道路網やバス等公共交通サービスの充実など、地域のつながりを強化し、すべての人が

移動しやすい交通環境整備を進める。 

また、安全で快適な定住環境の充実をめざし、上下水道・ごみ処理施設、公園緑地などの生

活基盤の整備や、自然と調和したゆとりある住環境の整備を図るとともに、急傾斜地対策など

治山・治水の取組みや、消防・防災体制の充実を図る。 

さらには、住民サービスの向上にも高い効果が期待される高度情報通信ネットワークの整備

を進める。 
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４）人と地域がふれあい、人と文化を育てるまちづくり 

 

地域の特色ある自然や歴史・文化にふれ親しみ、まちへの愛着や誇りを育む、地域とのふれ

あい豊かなまちづくりを進める。 

そのため、地域に分散する多彩な歴史資源を活かした歴史体験の場づくりやネットワークづ

くり、地域の伝統文化の保存・継承、交流活動の推進、新たなイベントの創造などに取り組む。 

さらには、地域とのふれあいを通じて、個性と社会性、人権意識の基礎となる思いやりや生

きる力を育む学校教育・生涯学習の充実に努めるとともに、文化・芸術・スポーツ活動の振興

を図り、住民一人ひとりがこころ豊かに生きられるまちづくりを行う。 

 

 

５）交流を育み、産業の活力を創造するまちづくり 

 

歴史文化資源や豊かな自然資源・産業資源を活かした、魅力あふれる観光地の整備やネット

ワーク化により、広域的な交流を促進し、観光・交流産業はもとより、既存産業の活性化を図

る。 

農林業については、生産基盤の整備・充実とともに、地産地消の推進や、地域ブランドとな

る新たな特産品・加工品の開発・育成、販売ルート開拓、および担い手育成などの取り組みを

進める。 

地域の地場産業についても、企業・人材の育成支援を図りつつ、付加価値の高い製品開発な

ど、活性化を図るとともに、立地条件や豊かな自然環境を活かし、新たな企業の誘致に努める。 

さらには、住民の日常的な利便性確保やにぎわい創出のため、魅力ある店舗の誘致や商店街

の育成を図るとともに、消費者や観光客のニーズに即したきめ細やかなサービスが行える地域

商業の活性化を積極的に支援する。 

 

 

６）みんなで創る、協働のまちづくり 

 

行政情報の積極的公開や住民参画による政策づくりなど、開かれた行政を推進し、顕在化す

る地域の問題や課題に対して、住民や地域自らができることを考え、主体的に活動し、行政と

の協働により取り組んでいくという、住民自治を基盤とした新しい行政との関係づくりを進め

る。 

そのため、福祉・育児・教育・防犯・防災などの分野において、住民相互の助け合いのコミ

ュニティづくりや、環境美化・景観整備・地域交流活動など、よりよい地域づくりのための活

動の活発化に向けて、NPO、ボランティア等の住民活動への支援に努める。 

さらには、旧町村の個性、らしさや、地域で培われたコミュニティを大切にしつつ、旧町村

の活性化と新市全体の飛躍が図れるような、地域自治・住民参加の仕組みづくりを図る。 
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（３）地域整備の方針 

 

各地域の特性を活かしつつ、新市全体が一体となった魅力あふれるまちづくりを進めてい

くための地域整備の方針を設定する。 

 

 

１）エリア 

 

土地利用の現状を踏まえつつ、大まかな土地利用の骨格（エリア）に応じて、良好な環境・

景観の保全と、魅力あふれる生活基盤・環境等の整備を進めていく。 

 

 

①市街地エリア 

宅地の集積が高い市街地を形成しているエリアであり、計画的な都市基盤の整備や都市的

な機能の整備を進めるとともに、快適で利便性の高い居住環境の整備推進をめざす。 

 

②農住共生エリア 

宇陀盆地に広がる平野部を中心とした高原地域及び中山間地域からなる、農地や既存集落

の広がるエリアであり、農業の振興を図るとともに、農業資源を活かした交流・体験の場づ

くりや、田園風景と調和したうるおいある居住環境の形成をめざす。 

 

③山林エリア、自然公園エリア 

山林の広がるエリアであり、良好な山の緑や清流の保全と林業の振興を図る。 

また、特に、室生・赤目・青山国定公園の一部を形成する自然公園エリアについては、豊

かな自然の中で、やすらぎ・ふれあい・体験・環境学習等が図れるような、魅力あふれる取

り組みの推進をめざす。 

 

 

２）地区拠点 

 

各地域のバランスある発展をめざすため、旧町村の中心部については、行政の住民窓口サ

ービスや住民活動支援の環境づくりを図るとともに、住民の交流やにぎわいの場づくりを進

めていく。 

さらに、市街地エリア内の地区拠点については、地区拠点相互の役割分担を図りながら、

総合的な利便性の確保と、にぎわいを創出する都市機能の整備を一層進めていく。 
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３）地域連携軸 

 

鉄道については、主要駅のターミナル機能の強化やバス等の公共交通サービス網の充実を

図り、すべての人が移動しやすい、公共交通サービスを利用しやすい環境づくりをめざす。 

 

道路については、国道を中心に地域間のネットワークの充実を図るとともに、広域幹線道

路（名阪国道）との連携強化を図り、新市内のつながり強化と広域圏からのアクセス強化を

めざす。 

 

さらには、高度情報通信ネットワークの充実等を進め、地域内外の交流や都市活動の促進

を図っていく。 

 

４）活力創造・連携ゾーン 

 

新市内の公共施設や商業等の都市機能の集積、特色ある自然・歴史文化・産業等の地域資

源を積極的に活かし、「学ぶ、遊ぶ、憩う、食べる、創る」など、様々な形で地域資源に親し

み、生涯学習や各種の創造・交流活動、観光活動等が活発に行われるような、回遊性・滞留

性と活力あふれるゾーンの形成をめざす。 
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５．新市の主要施策 

（１）施策の体系 

まちづくりの基本理念、将来像等を踏まえ、まちづくりの基本方針に対応する施策の体系を

以下のように設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まちづくりの基本方針 施 策 の 柱 

 

●自然環境との共生  

●地域環境の創造   

●環境にやさしい取り組みの推進            

 

●保健・医療の充実   

●福祉の充実   

●子育て支援の充実   

 

 

 

●道路・交通の整備   

●情報化の推進  

●定住環境の整備    

 

 

●人権尊重社会の推進 

●教育環境の充実 

●生涯学習・スポーツの推進 

●歴史・文化の振興 

 

●農林業の振興    

●商工業の振興 

●観光の振興 

 

●住民自治・参加の推進  

●開かれた行政の推進 

●新たな行政体制の構築 

② 

すべての人が豊かに安心して暮らせ

る、健康・福祉のまちづくり 

③ 

地域のつながりを強化し、安全で快

適なまちづくり 

 

① 

自然を大切にし、地域の魅力に活か

すまちづくり 

④ 

人と地域がふれあい、人と文化を育

てるまちづくり 

⑤ 

交流を育み、産業の活力を創造する

まちづくり 

⑥ 

みんなで創る、協働のまちづくり 
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② 

すべての人が豊かに安心して暮ら
せる、健康・福祉のまちづくり 

③ 

地域のつながりを強化し、安全で快
適なまちづくり 

 

① 

自然を大切にし、地域の魅力に活か
すまちづくり 

●自然環境との共生   

 ・豊かな自然の保全 

            

●環境にやさしい取り組みの推進 

 ・資源循環型社会の確立 

  ・環境保全の推進 

 

●地域環境の創造    

 ・自然環境に親める空間づくり 

 ・自然と調和した美しい景観づくり 

●保健・医療の充実   

 ・生涯にわたる健康づくり 

 ・安心を支える医療体制の充実 

 

●福祉の充実      

 ・ふれあいのある地域福祉の充実 

 ・安心を支える高齢者・障害者福祉の
充実 

●子育て支援の充実   

 ・健やかに育てる環境づくり 

 ・子育て家庭への支援 

 

●道路・交通の整備   

 ・安全で利便性の高い道路ネットワー
クの形成 

 ・人が移動しやすい公共交通サービス
の充実 

●情報化の推進     

 ・高度情報活用促進の環境づくり 

 

●定住環境の整備     

 ・にぎわいのある市街地の整備 

 ・良好な住環境の形成 

 ・生活環境施設の整備・充実 

 ・安全・安心な防災・防犯体制等の整
備・充実 

 

まちづくりの基本方針 施策の柱と主要施策 
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④ 

人と地域がふれあい、人と文化を
育てるまちづくり 

⑤ 

交流を育み、産業の活力を創造す
るまちづくり 

⑥ 

みんなで創る、協働のまちづくり 

●教育環境の充実     

 ・健やかな成長を育む教育環境の充実 

 

●生涯学習・スポーツの推進   

 ・豊かな生活を広げる生涯学習の推進 

 ・健康と交流を高めるスポーツ活動の
推進 

 

●歴史・文化の振興  

 ・地域の歴史・伝統の保存と継承 

 ・活気あふれる文化・交流の推進 

●農林業の振興    

 ・地域に実る農業の創造 

 ・豊かな森を育む林業の振興 

 

●商工業の振興    

 ・地域の生活を支える商業の充実 

 ・地域産業の活性化と魅力ある就労の       

場の確保 

●観光の振興     

 ・特色ある観光交流空間の充実とネッ
トワーク化 

 ・観光もてなしと交流イベントの充実 

 

●住民自治・参加の推進  

  ・住民自治とコミュニティの形成の推
進 

 ・住民参加型まちづくりの推進 

●開かれた行政の推進 

 ・多様な住民参画機会の創出 

  

●新たな行政体制の構築 

 ・行政組織の効率化と活性化 

 ・効率的な行政サービスの提供 

まちづくりの基本方針 施策の柱と主要施策 

●人権尊重社会の推進  

 ・人権教育・啓発の推進 

 ・人権擁護推進体制の充実 
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（２）主要施策 

 

１）自然を大切にし、地域の魅力に活かすまちづくり 

 

①自然環境との共生 

 

■豊かな自然の保全 

住民参加による森林の間伐や植林事業の取り組み等を進めながら、住民の森林に対する保

護・保全意識の醸成に努める一方、自然災害の防止や水源涵養機能の強化のための適正な維持

管理を進める。 

また、河川の自然護岸や水質の保全による、生き物にやさしい川づくりを進めるとともに、

限りある水資源の保全に対する住民・事業者に対する意識の高揚を図る。 

 

②地域環境の創造 

 

■自然環境に親しめる空間づくり 

誰もが地域内の豊かな自然に憩い、親しめる空間として、自然体験型公園等の施設整備や、

遊歩道によるネットワーク化を図る。 

また、身近な自然空間を、環境学習や子どもたちの遊びの場として活用するため、安全に触

れ親しめる場の確保と、必要な環境整備を図る。 

 

■自然と調和した美しい景観づくり 

自然や田園と調和した集落景観の形成をはじめ、山間地域の棚田等の風景や水辺を活かした

美しい景観の形成を図る。 

また、道路沿道等においては、地域住民による緑化や花づくりを進めるとともに、サインや

広告物などの色・デザインにも配慮した個性ある地域景観の形成を図る。 

 

③環境にやさしい取り組みの推進 

 

■資源循環型社会の確立 

日常生活や事業所活動における、ゴミや廃棄物の減量化（リデュース）・再使用（リユース）・

資源の再利用（リサイクル）など、限りある資源を有効利用する実践的活動を促進する。また、

その様な地域内の活動の効果を高めるため、廃棄物等の再利用及び適正処理施設の整備を図る。 

さらに、家畜糞尿や木材資源を活用したバイオマスエネルギー等、自然エネルギーの活用に

向けた検討を進める。 

 

■環境保全の推進 

ゴミ箱の適正配置や管理・監視体制の充実、日常的なゴミ拾い運動の展開を図るなど、ゴミ

や空き缶の放置やポイ捨てがされにくい環境づくりに、住民と行政が連携しながら取り組むと

ともに、来訪者や観光客に対するポイ捨て防止意識の啓発に努める。 

また、生活排水や農薬などによる水質汚濁や、悪臭、騒音、ばい煙などの環境に与える様々

な影響に対し、その防止に向けた監視体制・指導体制の強化を図る。 

さらに、産業廃棄物の不法投棄を防止するため、処理業者等への監督・指導を強化する。 
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【新市の主要施策】 

施策の柱 主要施策 

①自然環境との共生 豊かな自然の保全 ・住民による森づくりの推進 

・森林の適正な維持管理 

・河川環境・水質の保全 

②地域環境の創造 自然環境に親しめる空間

づくり 

・自然体験型公園等の整備 

    ワールドメイプルパークの整備 他 

・遊歩道の整備 

    ｢大師の道｣の整備 

・安全な親自然空間の確保 

自然と調和した美しい景

観づくり 

・集落景観の形成 

・美しい自然景観の創造 

・個性ある沿道景観の創造 

③環境にやさしい取り

組みの推進 

資源循環型社会の確立 ・ゴミ・廃棄物の減量化・再利用等の推進 

・リサイクルセンターの整備 

・一般廃棄物最終処分場の整備 

・自然エネルギーの活用検討 

・ゴミ処理施設の整備 

環境保全の推進 ・ゴミの放置・ポイ捨て監視体制の充実 

・ゴミ拾い活動等住民美化活動の推進 

・観光客に対する意識啓発 

・環境汚染監視体制・指導体制の強化 

・産業廃棄物の不法投棄の防止 
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２）すべての人が豊かに安心して暮らせる、健康、福祉のまちづくり 

 

①保健・医療の充実 

 

■生涯にわたる健康づくり 

乳幼児から高齢者まで広く住民の健康の維持・増進を図るため、保健福祉センターの充実を

図り、充実した健診の実施等を通じて、生活習慣改善等の病気予防や健康づくり等に取り組め

る体制の充実を図る。 

また、住民一人ひとりの健康に対する自主管理意識の高揚・啓発を図るとともに、健康ボラ

ンティアの育成・支援や、地域の公園・運動施設や自然環境、さらには地域の健康食材等を活

かし、様々な健康活動が地域で活発に行われるような機会の増大に取り組む。 

 

■安心を支える医療体制の充実 

高度・専門医療や新市全体の医療体制の充実など、安心できる医療環境づくりを進めるため、

市立病院の整備を図るとともに、医療機関相互の連携強化による地域医療ネットワーク体制の

構築を推進する。 

また、医療機関等との連携強化を図り、救急医療、休日・夜間診療体制の充実に努めるとと

もに、カルテの電子化等により診療体制の整備を図る。 

 

②福祉の充実 

 

■ふれあいのある地域福祉の充実 

すべての人がお互いの個性と人権を尊重しあい、地域で支え合う地域福祉社会を確立するた

め、地域福祉計画の策定の推進、福祉事務所の設置、保健・医療等と連携した総合的な福祉施

策の推進を図るとともに、社会福祉協議会の充実や、民生委員・児童委員等の活動に対する支

援を図る。 

また、地域での福祉活動を強化するため、ボランティア・ＮＰＯ等の育成や活動の支援に努

めるとともに、互助に役立つ情報の発信や共有化に努め、地域福祉センターの整備を図る。 

 

■安心を支える高齢者福祉、障害者福祉の充実 

高齢者や障害者等が安心して暮らせるよう、福祉・保健の拠点的施設として保健福祉センタ

ーの整備を図るとともに、在宅支援サービスや緊急連絡体制の充実を図る。 

また、高齢者や障害者等の自立支援や生きがいづくりを図るため、シルバー人材センター・

福祉作業所等の充実を図るとともに、老人クラブ等の生涯学習・交流活動の促進、世代間交流

機会の増大等を図る。 

 

③子育て支援の充実 

 

■子どもが健やかに育つ環境づくり 

市民ニーズにあわせた効率的な保育環境づくりを進めるため、将来的な子どもの減少及び地

域の実情を踏まえ、保育所の整備や幼・保一体化を進めるためにこども園を整備するとともに、

教育・保育内容の充実に努める。 

また、子育て支援環境の充実を図るため、子育て支援のセンターの充実や保健福祉センター

の整備、さらには情報ネットワークの構築を図り、育児・保育や虐待防止のための相談・対話・

交流・情報交換等の支援を推進する。 
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【新市の主要施策】 

施策の柱 主要施策 

①保健・医療の充実 生涯にわたる健康づくり ・保健福祉センターの整備 

    保健福祉センターの建設 

・自主健康管理意識の啓発 

・健康ボランティアの育成・支援 

 安心を支える医療体制の

充実 

 

・市立病院の整備 

・地域医療ネットワーク体制の構築 

・救急医療、休日夜間診療体制の充実 

・診療体制の整備 

②福祉の充実 

 

ふれあいのある地域福祉

の充実 

・福祉事務所の設置 

・社会福祉協議会の充実 

・ボランティア等の育成・支援 

・地域福祉センターの整備 

安心を支える高齢者福祉、

障害者福祉の充実 

・保健福祉センターの整備 

    保健福祉センターの建設 

・在宅支援サービス等の充実 

・シルバー人材センター・福祉作業所等の充                     

  実 

・老人クラブ等の活動促進 

③子育て支援の充実 子どもが健やかに育つ環

境づくり 

・保育所の整備、こども園の整備による一体

化と充実 

・保健福祉センターの充実 

・子育て支援センターの充実 

・子育て相談体制の充実 

 

 

 



 

30 

 

３）地域のつながりを強化し、安全で快適なまちづくり 

 

①道路・交通の整備 

 

■安全で利便性の高い道路ネットワークの形成 

新市全体のバランスある発展と、地域内外の交流を高めていくため、国道や県道の改良整備

等を促進するとともに、都市計画道路や主要な市道の整備等を進め、利便性の高い道路ネット

ワークを形成する。 

主な路線で、交通安全施設や歩道の整備およびバリアフリー化を進めるとともに、良好な道

路景観の美化を図るなど、快適で安全に移動できる魅力ある道路環境の創出に努める。 

 また、各種道路台帳を整備することで、道路管理体制の強化に努めるとともに、作業車の整

備等により道路維持整備体制の充実を図る。 

 

■人が移動しやすい公共交通サービスの充実 

鉄道を利用しやすい環境づくりを進めるため、駅前広場や駐車場等の整備を図り、鉄道・バ

ス・自動車相互の連携を強化する 

また、誰もが移動しやすい公共交通サービスを充実するため、ネットワークの見直しも図り

つつ、バスルート・サービスの維持・充実に努めるとともに、住民ニーズに対応したコミュニ

ティバスや福祉タクシー等の導入を検討する。 

 

②情報化の推進 

 

■高度情報活用促進の環境づくり 

様々な情報の活用と交流促進による活性化をめざし、テレビ・ラジオ・携帯電話等の通信不

良地域の解消を図るとともに、新市における光ファイバーケーブル・ケーブルテレビ等の高度

情報通信基盤の整備、さらには学校、図書館、公民館、市役所等の公共施設を結ぶ地域イント

ラネット等の整備を図る。 

行政関連情報のデータベース化と共有化について、個人情報のセキュリティ対策に十分留意

しつつ推進するとともに、インターネット等の高度情報通信ネットワークを通じて、様々な行

政・生活情報サービスの充実や、観光・特産品情報などのＰＲ情報の発信を図る。 

また、広く市民が気軽に各種情報サービスを利用できるよう、学習機会の充実や人材育成に

努める。 

 

③定住環境の整備 

 

■にぎわいのある市街地の整備 

市街化区域においては、道路・下水道・公園等の都市基盤の整備と併せて、良好な市街地環

境の整備・誘導を図る。 

また、特に、新市の中心駅である榛原駅周辺では、駅前広場や駐車場など公共施設の整備や、

魅力ある住宅・商業施設等の充実を図り、新市の玄関口にふさわしいにぎわいと活力ある市街

地環境形成を図るとともに、奈良県とのまちづくり連携事業の推進を図る。 
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■良好な住環境の形成 

大宇陀町・榛原町等の昔の面影を残す建物や史跡等が見られる歴史的市街地においては、そ

の歴史的景観に配慮しながら、住民の参画のなかで街なみの保全・整備に努め、個性豊かな市

街地の形成を図る。 

また、公営住宅については、改修や建替えにより、居住ニーズに応じた高齢者や障害者等に

も住みやすい住宅供給に努める。 

さらには、定住促進を図っていくため、豊かな自然環境を活かした低廉な住宅地整備や、空

き家等を活かした住宅提供、Ｕターン等に対する住宅取得支援等について、導入検討を図る。 

 

■生活環境施設の整備・充実 

快適な定住環境づくりを進めていくため、水道未普及地域の解消、公共下水道等の整備を図

るなど、生活環境施設の充実に努める。 

集会所などのコミュニティ施設の整備支援を図るとともに、特色のある公園緑地の整備を図

る。 

また、老朽化している火葬場（斎場）の整備を図る。 

 

■安全・安心な防災・防犯体制等の整備・充実 

市民の安全な暮らしを確保していくため、急傾斜地や河川等の危険箇所について、治山・治

水事業による計画的な改修・整備に努めるとともに、災害時における円滑な避難・防災活動が

行えるよう、地域防災計画に基づき、防災拠点施設や情報通信システム等の整備、さらには消

防組織との連携による地域の自主防災組織・体制の充実を図る。 

また、犯罪の多様化傾向に対応して、地域と警察等が連携しつつ、地域防犯体制・活動の充

実や防犯意識の高揚に努める。 
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【新市の主要施策】 

施策の柱 主要施策 

①道路・交通の整備 安全で利便性の高い道路

ネットワークの形成 

・市道等の整備 

    都市計画道路東町西峠線、深野中央線、

室生山田西出線、小原小倉線 他 

・林道の整備 

    赤埴カトラ線 他 

・農道の整備 

    大野向渕線 他 

・魅力ある道路環境の創出 

・各種道路台帳の整備 

・道路維持整備体制の充実 

 人が移動しやすい公共交

通サービスの充実 

・駅前広場整備と鉄道・バスの連携強化 

    榛原駅前・駅周辺の整備、榛原駅エレベ 

    ータ設置 

・バス交通の維持・充実 

②情報化の推進 高度情報活用促進の環境

づくり 

 

・ケーブルテレビ等情報通信基盤の整備 

・公共施設間の情報ネットワークの充実 

・行政情報の共有化 

・生活に密着した情報サービスの充実 

・情報利用学習の推進 

③定住環境の整備 にぎわいのある市街地の

整備 

・市街地環境の整備・誘導 

・駅周辺整備の推進 

良好な住環境の形成 ・歴史的街並みの保全・整備 

    松山地区街なみ整備 

・高齢者等に配慮した公営住宅の整備等 

・特性を活かした住宅の導入検討 

生活環境施設の整備・充実 ・公共下水道等の整備 

    浄化槽の設置整備 

・水道未普及地域の解消 

・特色ある公園の整備 

    心の森総合福祉公園、宇陀川公園、榛原

フレンドパーク 他 

・集会所等の整備 

・火葬場（斎場）の整備 

 安全・安心な防災・防犯体

制等の整備・充実 

・治山・治水事業の推進 

・防災拠点施設等の整備 

・自主防災組織・体制の充実 

・地域防犯体制・活動の充実 

・防犯意識の高揚 

【主な県事業】 

施策の柱 主要施策 

①道路・交通の整備 安全で利便性の高い道路

ネットワークの形成 

・国道の整備（国道 165号、166号、369号） 

・県道の整備 

    県道宇太三茶屋線、榛原菟田野御杖線、 

    吉野室生寺針線、上笠間三本松停車場 

    線、都祁名張線、上笠間八幡名張線 

③定住環境の整備 生活環境施設の整備・充実 ・特色ある公園の整備（アニマルパーク） 

安全・安心な防災・防犯体

制等の整備・充実 

・治山・治水事業の推進 

    宇陀川、宇賀志川 

    砂防対策、地すべり防止対策、 

急傾斜地崩壊対策 
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４）人と地域がふれあい、人と文化を育てるまちづくり 

 

①人権尊重社会の推進 

 

■人権教育・啓発の推進 

人権尊重の社会の実現と、健全で多彩な交流促進に向け、関係機関との連携を図りつつ、人

権教育の推進を図る。 

また、人権尊重のための適切な情報提供や啓発活動等を通じて、人権意識の高揚を図る。 

 

■人権擁護推進体制の充実 

同和問題の解決、男女共同参画の推進、児童虐待等への対策、心身障害者福祉の推進、在日

外国人への正しい理解の醸成など、関係機関との連携のもと、人権尊重と擁護に向けての総合

的な取り組みの推進を図る。 

また、人権尊重に対する正しい理解と認識の醸成や、交流活動など、様々な機会を通じた住

民参加を進め、人権尊重の明るいまちづくりを進める。 

 

②教育環境の充実 

 

■健やかな成長を育む教育環境の充実 

未来を担う子どもたちの生きる力や思いやり、個性や創造性を育くむため、こども園・保育

所との連携や一体化を図りつつ、幼稚園施設の環境改善に努めるとともに、ふれあい教育環境

や幼児教育内容の充実を図る。 

安全で快適な学校教育環境の確保を図るため、学校施設の改善や給食センターの整備を図る

とともに、特色ある学校教育の推進に向けて、教職員の資質向上や、教育相談・カウンセリン

グの充実、情報化・国際化等への対応や地元への愛着心を醸成する体験学習・環境教育等の教

育カリキュラムの充実等を図る。 

 また、安全な通学・通園環境の整備を図るとともに、スクールバスの整備等により通学・通

園体制の充実に努める。 

 

③生涯学習・スポーツの推進 

 

■豊かな生活を広げる生涯学習の推進 

住民一人ひとりの可能性と生活の豊かさを拡げる生涯学習の推進を図るため、既存の公民館

や図書館などの機能の充実と生涯学習関連施設・情報のネットワーク化を図る。 

また、生涯学習活動の活発化と施設利用の促進を図るため、多様な生涯学習講座やイベント

の拡充を図るとともに、指導者等の確保と育成に努める。 
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■健康と交流を高めるスポーツ活動の推進 

多くの住民が生涯を通じて身近にスポーツや健康づくり活動を行い、また、スポーツ活動を

通じて、健全な心身の育成やコミュニティの増進等が図れるよう、スポーツ施設の拡充や設備

等の充実、さらには既存の運動施設や学校施設等の利活用の促進を図る。 

また併せて、スポーツイベントの拡充や、スポーツ活動団体・指導者・ボランティア等の確

保と育成に努める。 

 

④歴史・文化の振興 

 

■地域の歴史・伝統の保存と継承 

地域固有の歴史や文化を守り、住民の地域への愛着や誇りを育んでいくため、地域で育まれ

てきた文化財・伝統芸能・美術・祭り・行事・人物等に関する資源・資料・情報等について、

保存・保管を図るとともに、わかりやすく紹介するような環境整備を進める。 

このため、埋蔵文化財や郷土資料を展示する場の整備を図るとともに、歴史的な町並み等の

保存を図る。 

 

■活気あふれる文化・交流の推進 

芸術・文化の香り高い地域づくりを推進するため、文化団体や住民グループ、芸術家等との

連携や支援に努め、地域の多彩な自然等の資源を活用した芸術・創作イベントの拡充を図ると

ともに、そうした住民活動等の活性化を図る。 

青少年の健全育成と若者主体の交流活動の活発化を図るため、青少年の文化・スポーツ活動、

サークル活動、ボランティア活動等地域の様々な活動への参加を促進する。 

また、新市全体が一体となった新たな交流イベントの創造や、国際交流、広域交流の促進を

図り、対外的なＰＲや情報発信の推進を図る。 
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【新市の主要施策】 

施策の柱 主要施策 

①人権尊重社会の推進 人権教育・啓発の推進 ・人権教育の推進 

・人権尊重に関する情報提供・啓発活動の充

実 

人権擁護推進体制の充実 ・関係機関との連携による総合的な人権擁護

の推進 

・住民参加による人権尊重のまちづくり 

②教育環境の充実 健やかな成長を育む教育

環境の充実 

・こども園・保育所と連携した幼稚園施設の

環境改善 

・幼児教育内容の充実 

    幼稚園・こども園建設・改修事業 

・学校教育環境の充実 

    小学校統合整備、給食センター建設、小

中学校大規模改修、屋内運動場の整備・

改修 

・地域学習等の特色あるカリキュラムの充実 

・安全な通学（園）環境の整備 

・通学（園）体制の充実 

③生涯学習・スポーツ

の推進 

 

豊かな生活を広げる生涯

学習の推進 

・既存公民館・図書館等の機能の充実 

    美術室・図書室の整備 

・図書館等ネットワークの構築 

・講座等の充実や指導者等の育成 

健康と交流を高めるスポ

ーツ活動の推進 

・スポーツ施設の拡充や設備等の充実 

    健民運動場整備、総合運動公園整備 

・地域スポーツイベントの拡充 

・指導者・ボランティア等の確保と育成 

④歴史・文化の振興 地域の歴史・伝統の保存と

継承 

 

・歴史的街並みの保全・整備 

    松山地区の街なみ保全・整備 

・埋蔵文化財・郷土史料等の展示 

    美術室・図書室の整備 

・伝統文化の保存・継承・発掘 

    宇陀松山城跡保存整備 

活気あふれる文化・交流の

推進 

・芸術活動等拠点の整備 

・農業文化等拠点の整備 

・住民・文化団体等への活動支援 

・新市の新たな交流イベントの開催 

・国際・広域的な交流イベントの開催 
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５）交流を育み、産業の活力を創造するまちづくり 

 

①農林業の振興 

 

■地域に実る農業の創造 

農業の効率的な生産・管理を図るため、農用地等の保全や農業生産基盤の整備を図るととも

に、農地の集約化や、都市住民等による農地の保全活動の推進など、多面的な取り組みを進め

る。 

また、市場の安定確保・拡大化や就業魅力の向上を図るため、特産品の生産育成や、担い手

の育成等を図るとともに、有機栽培・低農薬栽培等の安全・安心な農作物の推進や、新たなブ

ランド品・加工品等の研究・開発の促進を図る。 

さらには、農産物直販施設の充実や、オーナー制度等の展開、農業体験・交流機会の増大、

インターネット等を活用した PR や販売の促進、地元産品を地域内で消費する地産地消の取り

組み強化等を図る。 

 

■豊かな森を育む林業の振興 

林業生産基盤の維持・充実と適正管理を図るため、林道等の整備や、保育・育林事業の推進

を図る。 

また、地域林業の活性化を図るため、観光客・ボランティア等による山林保全活動の推進も

含めて、担い手確保のための対策を図るとともに、良質材の育成、除間伐材等の有効利用の促

進、公共施設を中心とした地域内利用の推進等を図る。 

さらには、新たな特産品・加工品の研究・開発の促進や、林業体験・交流機会の増大を図る

など、多面的な取り組みを進める。 

 

②商工業の振興 

 

■地域の生活を支える商業の充実 

商業サービス環境の充実と賑わいの創出を図るため、榛原駅等の主要な駅周辺や幹線道路沿

道等において、交通条件を活かした魅力ある店舗の誘致を進める。 

また、既存商店街等において、経営改善等の指導等に努めるとともに、地域に密着したきめ

細かな商業サービスの充実、各種販売促進イベントの開催、空き店舗の有効活用、道路・駐車

場等の環境の充実等を図ることにより、地元商業機能の強化・充実を図る。 

 

■地域産業の活性化と魅力ある就労の場の確保 

地元企業の活性化を図るため、経営の合理化、人材育成、製品等の付加価値化等に対し、企

業間交流の促進や指導・支援体制の充実に努める。特に、地域産業の拠点となる産業振興セン

ターの機能を充実させ、木材関連産業や毛皮革産業などの地場産業における経営指導の強化を

図るとともに、新たな加工品等の研究・開発等を連携して進めていくなど、特色ある産業の活

性化を図る。 

また、雇用拡大や若者定住につながる魅力ある雇用機会の創出を図るため、県営工業団地の

誘致を進めるとともに、豊かな森林資源等を活かした新たな産業・起業の支援や、福祉等に関

連するコミュニティビジネス、やすらぎある自然環境を活かしたＳＯＨＯ（スモールオフィス・

ホームオフィス）など、新たな雇用・就業形態の創出に対する起業支援を図る。 

さらには、特色ある地域産業の振興を積極的に進めるため、新たな産業支援機構を創設し、

産・官・学および農林商工の連携強化を図るとともに、新たな産業の創出や起業家支援の充実

を図る。 
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③観光の振興 

 

■特色ある観光交流空間の充実とネットワーク化 

既存の観光施設・資源を有効活用した新市内観光交流人口の増大を図るため、既存観光拠点

施設・資源周辺において、アクセス道路・駐車場・トイレ等の利便施設の充実を図るとともに、

案内板・休憩施設等の充実や、地域の特色ある景観「宇陀百景づくり」の創出に取り組み、個

性と魅力ある観光地を形成する。 

また、地域の多彩な自然や歴史、農林業及びスポーツ等に一層親しめるような観光地づくり

をめざし、農林業体験や宿泊体験、自然・農林業素材等を活かした創作活動、飲食・物販機能

の充実やスポーツツーリズムなど、多面的なレクリエーション環境の整備・充実を図る。 

さらには、回遊性の高い魅力ある観光地とするため、多彩な観光関連施設・資源を結ぶモデ

ルルートの充実を図り、周辺都市との連携にも留意した観光ネットワークの構築を図る。 

 

■観光もてなしと交流イベントの充実 

地域内外で観光資源等が盛んに利用されるような賑わいある観光地づくりをめざし、観光協

会や商工会と連携しつつ、ホームページや鉄道駅・道の駅等を活用した観光ＰＲの強化、観光

マップやパンフレットの充実など、ＰＲ活動の強化を図る。 

また、観光案内ボランティアや農林業体験の指導者の育成支援を図るなど、地域の良さを十

分に楽しめるような、もてなしサービス体制の充実を図る。 

さらには、四季折々の豊かな自然体験や花めぐり、収穫祭など、多種多様な特色ある体験・

交流活動が行えるようなイベントプログラムの充実や、周辺都市・大都市との交流企画など、

交流イベントの強化を図る。 
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【新市の主要施策】 

施策の柱 主要施策 

①農林業の振興 地域に実る農業の創造 ・農業生産基盤の整備 

・農道の整備 

    大野向渕線 他 

・安全な農作物の推進や、特産品・加工品の

生産育成と開発 

・直販施設の充実やＰＲ促進 

・地産地消の推進 

・農業文化等拠点の整備 

・新たな産業支援機構の創設 

 豊かな森を育む林業の振

興 

・林道等林業生産基盤の整備 

    赤埴カトラ線 他 

・計画的な森林の育成・管理 

・木材の地域内有効活用の促進 

・林業の体験及び担い手育成 

    ワールドメイプルパークの整備 

・特産品・加工品の開発 

・新たな産業支援機構の創設 

②商工業の振興 地域の生活を支える商業

の充実 

・主要駅・幹線道路沿道等における魅力ある    

  店舗の誘致促進 

・魅力ある商店街の形成 

・経営相談・指導体制の強化 

地域産業の活性化と魅力

ある就労の場の確保 

・産業振興センターの充実 

・地元企業の指導・支援体制の充実 

・商品付加価値化の研究・交流の促進 

・自然等の地域特性を活かした起業の育成・   

  支援 

・新たな産業支援機構の創設 

③観光の振興 特色ある観光交流空間の

充実とネットワーク化 

・既存観光施設等周辺の環境の整備・充実 

（道路・駐車場・トイレ・案内板等） 

    観光駐車場整備 

・特色あるモデル景観「宇陀百景」の整備 

・新たな観光拠点の整備 

・モデル観光ルートの整備・充実 

    ｢大師の道｣遊歩道整備 

観光もてなしと交流イベ

ントの充実 

・観光ＰＲの強化 

・ボランティアガイド等の育成支援 

・自然・歴史・農林業等の地域資源を活かし  

  たイベントプログラムの充実 

 

【主な県事業】 

施策の柱 主要施策 

①農林業の振興 地域に実る農業の創造 ・農道の整備 

    ふるさと農道、一般農道 
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６）みんなで創る、協働のまちづくり 

 

①住民自治・参加の推進 

 

■住民自治とコミュニティの形成の推進 

地域の特性や課題に応じた住民自治の促進とコミュニティ形成の強化を図るため、自治会等

の自治組織活動の強化に努めるとともに、女性の会、老人クラブ、子ども会等の活動の活性化

に向けての支援を行う。 

また、積極的な住民自治・地域自治活動の活性化を図るため、新たな住民自治・地域自治の

しくみづくりについて、検討を進めるとともに、地域コミュニティ施設の整備を図る。 

 

■住民参加型まちづくりの推進 

住民と行政が協力しつつ、住民主体のまちづくりを推進するため、住民のまちづくりに対す

る参画意識の醸成を図るとともに、まちづくりリーダーの育成に努める。 

また、環境・景観・福祉・教育・防災・防犯など様々な分野における住民相互の交流や互助

活動、まちづくり活動等の活性化を図るため、まちづくりに関するアドバイザーの派遣や、Ｎ

ＰＯ・ボランティア活動等の支援、地域の特色を活かしたモデル的な住民主体のまちづくり事

業に対する支援等について、制度の確立と充実に努める。 

さらには、新市全体の一体性の強化と各地域の特性を活かした活性化を推進するため、基金

を造成し、旧町村単位や新市全体でのコミュニティ・イベント活動や住民活動等に対して積極

的な支援を図る。 

 

②開かれた行政の推進 

 

■多様な住民参画機会の創出 

市民の多様な参画と協力によるまちづくりを進めるため、インターネット等の様々な広報媒

体を活用しつつ、行政情報の公開を推進するとともに、各種懇談会、モニター制度など多様な

参画機会を通じた住民ニーズの把握と対話を推進する。 

また、住民や地域の意向を、政策に有効に反映していくための仕組みの強化に努めるととも

に、女性の参画機会の増大など、男女共同参画の社会づくりを推進する。 

 

③新たな行政体制の構築 

 

■行政組織の効率化と活性化 

住民ニーズに応じた効果的・効率的な組織運営をめざし、職員定数適正化や適正配置の推進

を図るとともに、職員の資質向上に努める。 

また、地域バランスや住民サービスに留意した行政組織体制を図るため、庁舎機能の充実や、

行政組織全体の情報ネットワーク化、住民窓口サービスの維持・向上等を図る。 

 

■効率的な行政サービスの提供 

効果的・効率的な施策・事業運営を図るため、限られた財源の中で進めるべき各種施策・事

業評価を行う行政施策評価システムの導入を進めるとともに、民間活力の導入を検討する。 
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【新市の主要施策】 

施策の柱 主要施策 

①住民自治・参加の推

進 

住民自治とコミュニティ

の形成の推進 

・自治組織活動の強化と支援 

・女性の会、老人クラブ等の活動支援 

・新たな住民自治・地域自治のしくみづくり

の検討 

・地域コミュニティ施設の整備 

住民参加型まちづくりの

推進 

・住民参画意識の醸成 

・まちづくりリーダーの育成 

・ＮＰＯ・ボランティア等の活動支援 

・アドバイザーの派遣 

・住民のまちづくり事業の支援 

・基金の造成 

②開かれた行政の推進 多様な住民参画機会の創

出 

・行政情報の公開推進 

・多様な広報活動の充実 

・広聴活動の充実 

・男女共同参画の推進 

③新たな行政体制の構

築 

行政組織の効率化と活性

化 

・職員定数の適正化と適正配置の推進 

・職員の資質の向上 

・庁舎機能の充実と総合的な情報ネットワー 

  ク化の推進 

効率的な行政サービスの

提供 

・行政施策評価システムの導入 

・民間活力の導入検討 
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新市においては、以下のような事業に重点的に取り組み、定住魅力と自立性の強化、さらに

は住民・行政の協働によるまちづくりの推進を積極的に推進していくものとする。 

 

■保健・医療体制の強化 

 

 

 

 
 

■情報を利用しやすい環境づくり 

 

 

 

 

 

■資源循環型社会の推進 

 

 

 

 

 

■特色ある産業振興体制の充実 

 

 

 

 

 

■交流と住民参加の推進 

 

 

 

 
 

新新市市ととししてて重重点点的的にに取取りり組組むむ事事業業  

市立病院の整備 

ＣＡＴＶの整備 

（ケーブルテレビ等） 

一般廃棄物最終処分場

およびリサイクルセン

ターの整備 

基金の造成 

資源循環型社会の実現を推進するため、適正な廃棄物処理や

資源の有効利用を推進する拠点的施設として、一般廃棄物最

終処分場およびリサイクルセンターの整備を推進する。 

安心できる医療環境づくりを進めるため、総合病院（市立病

院）の整備を図り、高度・専門医療等の充実を図るとともに、

医療機関相互の連携強化により新市全体における地域医療ネ

ットワーク体制の構築を推進する。 

様々な情報の活用と交流促進による新市全体の活性化を図る

ため、新市におけるケーブルテレビ等の高度情報通信基盤の

整備を図り、テレビ難視聴地域等の解消や、充実した生活関

連情報等の提供、および新市内外の交流促進を図る。 

新市全体の一体性の強化と各地域の特性を活かした活性化を

推進するため、基金を造成し、旧町村単位や新市全体でのコ

ミュニティ・イベント活動や住民活動等のソフト施策に対し

て積極的な支援を図る。 

産業支援機構の創設 

特色ある地域産業の振興を図るため、産・官・学一体となっ

た産業支援機構を創設し、農林業・地場産業等の普遍的な基

盤確立や関係機関の連携強化、農林商工を横断した新産業の

創出に努めるとともに、起業家支援の充実を図る。 
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（３）公共施設の統合整備 

 

公共施設の統合整備については、住民生活に急激な変化を及ぼさないよう十分配慮するとと

もに、地域特性や地域バランスなどを考慮しながら、逐次検討していくことを基本とする。 

 

新たな公共施設の整備にあたっては、住民のニーズを踏まえた投資効果について十分議論し、

現公共施設の複合的な利用や相互利用の促進を図るなどの検討を行い、効率的な整備に努める

ものとする。 

 

  また、管理運営については、民間活力を積極的に導入することで利便性の向上や経費の節減

を図るとともに、不用の施設については、解体（撤去）することを基本とする。 

 

なお、合併後の庁舎については、地域バランスや住民サービスに留意した行政組織体制を図

るため、既存庁舎を有効活用した庁舎ネットワークの構築を図るものとし、本庁舎（旧榛原町

役場）と支所（大宇陀町・菟田野町・室生村）を相互に連絡する行政組織全体の情報ネットワ

ーク化と、住民窓口サービスや住民活動支援機能の維持・向上等を図る。 
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６．財政計画 

（１）前提条件 

財政計画は、新市として歳入・歳出の各項目ごとに過去の実績等により、今後も健全な財

政運営を行うことを基本とし、普通会計ベースで策定した。 

なお、歳入・歳出の主な前提条件は次のとおりである。 

 

１）歳入 

 

①地方税 

過去の実績、今後の人口推計等を踏まえ、現行制度を基本として算定している。 

 

②譲与税・交付金 

過去の実績等を踏まえ、現行制度を基本として算定している。 

 

③地方交付税 

普通交付税については、普通交付税の算定の特例（合併算定替え）により算出し、新市

まちづくり計画に基づく事業に対する普通交付税措置分などを見込んで推計している。 

特別交付税については、過去の実績等を参考に推計している。 

 

④分担金及び負担金 

過去の実績等により算定している。 

 

⑤使用料及び手数料 

過去の実績等を踏まえて算定している。 

 

⑥国庫支出金、県支出金 

過去の実績等を基本に、新市まちづくり計画に基づく事業にかかる分、合併にかかる財

政支援及び事務移管分を見込んで推計している。 

 

⑦繰入金 

財政調整基金等の繰入金を活用している。 

 

⑧地方債 

新市まちづくり計画に基づく合併特例債やその他の起債の発行を見込んで推計してい

る。 
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２）歳出 

 

①人件費 

合併後、退職者の補充を抑制することによる一般職職員の削減等を見込んで推計してい

る。 

 

②物件費 

過去の実績等を参考に、合併による事務経費の削減効果を見込んで推計している。 

 

③扶助費 

過去の実績等を参考に、高齢化等の社会経済情勢の変化を見込んで推計している。 

 

④補助費等 

過去の実績等を参考に推計している。 

 

⑤普通建設事業費 

新市まちづくり計画における主要事業を中心とした普通建設事業費を見込んで計上し

ている。 

 

⑥積立金 

過去の実績等を見込んで計上している。 

 

⑦公債費 

令和元年度までの地方債にかかる元利償還予定額に令和２年度以降の新市まちづくり

計画における主要事業の実施に伴う地方債の元利償還見込み額を加えて推計している。 

 

⑧繰出金 

過去の実績等を参考に、各種特別会計事業への繰出金を見込んで推計している。 
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（２）歳入・歳出計画 

 

１）歳入 

【単位：百万円】 

 

 

２）歳出 

【単位：百万円】 
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